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明治期における小学校長の法的地位の変遷に関する一考察

元　兼　正　浩

1．本研究の今日的意義

　校長の職務規定は学校教育法尻28条において

包括的に示され（「校長は校務を掌り所属職員

を監督する」），これにより憲法・教育基本法下

の校長の職務が法文上に明記されたわけだが，

文言上は戦前のそれとさほど変わるところがな

く，「校務」の範囲や「監督」のなかみなど，

その解釈をめぐっては未だ論争的課題であって，

統一的な見解をみていない（1）。

　すなわち，校長職の法的地位について明確な

合意形成を得られないまま今日に至っていると

いう問題状況が法解釈のレベルではなおも認め

られ，かような地位の曖昧さゆえに現実の行政

施策においても校長職に対する見方・位置づけ

はこれまで著しく変容してきている（たとえば

勤務評定の実施，管理職手当の支給など，昭和

30年代の校長政策動向が象徴的である（2））。

　このように動態的に位置づけられてきた校長

の職制について，その法的地位を吟味し，確定

していく作業はきわめて困難をともなうもので

あるが，一方でこれは喫緊の検討課題ともなっ

ている。臨時教育審議会の第二次答申において

校長に一層のリーダーシップを発揮することが

期待され，その具体化として，最近では校長の

（管理）権限の強化を求める動き（たとえば，

自民党「教育行政制度・教員の資質向上に関す

るプロジェクトチーム」（3＞等）がみられるから

である㈲。

　戦後に限ってみても，このように校長職に対

する見方・位置づけはきわめて多様で，とても

一筋縄ではいかないわけだが，戦後の校長職を

論ずる際にはそもそも法制定時たる戦後の改革

期において，いかなる校長像がその理想として

えがかれていたのか，改革当初の理念をさぐる

必要がある。さらに，この改革期の理念は一般

に戦前の教育のあり方に対する反省を出発点の

一つとしていることをふまえれば，戦後の校長

職を検討するにあたっても，その対比として，

「戦前の校長とはそもそもいかなる職であった

か」という問い直しは不可欠といえよう。

　昨今，巷では「大物校長」不在論の裏返しか

らか，戦前の校長を高く評価する風潮にあるが，

これは戦前の校長の職務権限，法的地位などが

十分に吟味，検討されていないことに起因する

過大評価ではないだろうか。また，ひとくちに

「戦前」といっても，その時代・時期によって

状況はすこぶる異なり，これも厳密に区分けし

ていく必要があろう（‘）。

　一般に，戦前の校長の職務内容・法的地位が

確立されたと指摘されるのは明治後期（とくに

明治30年代）以降のことであるが，そこでは

「教育勅語」体制下の学校教育の担い手として

天皇制官僚機構の末端に位置づけられていた当

時の教師達を管理・監督することが校長の主た

る役割・職務とされ，その点についてはかなり

強い権限（人事権・指揮命令権）が与えられて

いたようである。これをもって当時の校長が有

していた権限や地位を高く評価する向きもある

が，あくまでこれは対教師，対生徒との関係に

限定される権限であり，校長自身もまたさらな

る管理のもとに置かれていたのである（6）。

　また，人事異動等によって訓導に降格される

校長の例もしばしばみられるなど，戦前の校長
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職が専門的な職として確立されていなかった側

面も法的地位の問題（人事制度）から多々うか

がえる。したがって，戦前の校長の法的性格・

校長像を捉えるためには職務内容（役割）のみ

ならず，法的地位を広く人事制度全般（資格，

任用・解職・その他進退，身分・地位，俸給・

諸給与・旅費など待遇）にまで拡げて吟味する

必要があるの。

　そこで本稿では，法的地位を（1）身分・待遇，

（2）任用・資格，（3）職務・服務の問題として

構造的に把握し，校長職の成立する明治前期か

ら戦前の校長職の法的地位が確立されたといわ

れる明治後期（明治末）までを主要教育法令に

より三期に分け（8＞，公立小学校長の法的地位の

変遷（確立）過程を考察することにしたい。

：H．校長職の成立と背景

　　　　　　（明治初年～明治23年）

　本章は，「前史」として学制発布から第一次

小学校令期までのいわゆる「明治前期」（明治2

3年頃まで）に焦点をあて，校長職が成立する

経緯と同時期における各地の状況を主に府県規

則を素材にしながら検討する。

（1）身分・待遇

　…校あたりの教員の数がおよそ二人程度であっ

た明治初期においては「校長」という概念は存

在しなかった。教員を統率する「首座（主座）

教員」がのちに自然発生したが，学校の維持・

管理は学校世話役や学校取締，監事などいわゆ

る「学校役員」紛が担当していたため，首座は

現在でいう「校長」の機能・役割を担う必要が

なかった。

　明治10年頃になって，就学人口の増加による

学校規模の拡大や教授方式の変化による教場管

理の必要性から，学校内部管理が非常に複雑化

したため，これを（首座）教員が担当する慣行

が各地で成立し（10＞，かような教員に対し地域に

よっては「校長」の呼称を与えるようになっ

た㈹。ここに校長職の成立をみることができ
る（12）。

　明治14（1881）年6月に「府縣立町村立學校

職員蛇二准官等」（太政官達第52號）（13）において

初めて公立学校の「校長」職が法規上に定めら

れたが，この校長職の法制化は上述した慣行の

法制化ではなく，自由民権運動の高まりのなか

で教員に対する管理統制の強化策の一環として

規定されたものである的。

　この太政官達において小学校の「長」は「准

官等十一等以下十三等以上」（小学校一等訓導

から三等訓導に相当）として位置づけられたが，

身分の配当の基準など，等級制の具体的な適用

方法については地方に委ねられていた（15）。

　そこで各府県の規則制定状況をみるとα6），大

半が同年「町村立小学校職員名称准官等俸額規

定」の類を制定し，小学校長を「准官等十一等

以下十三等以上」（福岡県は「十一等」のみ）

に位置付け，月俸も上限35円から下限8円ほど

の幅として設定している。なかには等級に応じ

てそれぞれ骨壷幅を設定している県（福井県，

長野県など）もあり，等級は「学力」（卒業証，

教授免許状）により決定されるケース（青森県），

勤務校の等位により決定されるケース（山形県）

などがあった。

　明治19（1886）年の「小學校令」（勅令第14號）

においても「小畑鼠教員ノ俸給旅費ハ府知事縣

令ノ定ムル所二依ル」（第9條）として俸給額

の決定は各府県に委ねられ，尋常科と高等科の

間に格差を持ち込む「校種別」給与体制を採用

する県が増加している（千葉県，長崎県，東京

府など）。

（2）任用・資格

　では一体，1．いかなる人物を（任用資格），

2．いかなる方法によって（任用手続），当時，

校長に採用していたのであろうか。さきの太政

官達など国レベルの法令には校長の資格・任用

基準はいっさい示されていない。そこで，府県

レベルの状況について規則等を通じて直裁的に

みていぎだい。

　千葉県で明治17年1月11日に制定された「町

村立学校長任免規則」（身魂第五号達）は校長

任用全般にわたって具体的な規定を示している

（以下，傍線一引用者）（17）。
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第一条

第二条

第三条

町村立学校長ハ学務委員ノ申請二由リ

県令之ヲ任免ス

町村立学校長任用ノ申請ハ…（中略）…

履歴書ヲ添へ…（中略）…郡長ヲ経由

スヘシ但…（後略）…

町村立学校長俸給ノ有無及其角帽町村

　　　　ノ適宜タルヘシ

第四条　町村立学校長ハ年齢十八年以上ノ男子

ニシテ教育ノ大意二通シ校務ヲ統理ス

　　　　ルノ才幹アルモノヲ以テ七二充ツヘシ

第五条　町村立学校長ハ其学校ノ訓導若クハ其

　　　　学区内町村ノ戸長学務委員又ハ町村立

　　　　学校ノ学校長等ヲシテ兼務セシムルヲ

　　　　得ヘシ但…（後略）…

第六条～第八条（省略）

　まず，第一条及び第二条は校長任用の手続き

（方法）を示している。すなわち，学務委員が

申請者，県令が任命権者，そして郡長が等親者

である。これは明治13（1880）年の「改正教育令」

（太政官布告第59號）第48条（教員の任用規定）

の援用であり，他の多くの府県でも校長を訓導・

准訓導と並記して上記のような手続きを定めて

いる（その後，明治18（1885）年の「再改正教育

令」（太政官布告第23號）第29条により教員任

用の際の申請者が学務委員から戸長に改められ

たが，多くの府県では戸長ではなく郡長がこれ

を行うものとして定めている（18））。

　次に，第四条は校長の任用資格規定である。

任用資格は府県によって多様であるが，①年齢，

②能力，③免許状のおよそ3点に集約できる。

ここでいう②能力とは「普通学」「普通教育」

「教育」の大体に通じ，「校務」「事務」を統理

（幹理）する「才幹」ある者という類の規定の

ことであり，③免許状とは官立公立師範学校卒

業証書もしくは教員免許状の受領者といろた規

定のことである。その他に，品行や教職経験，

学力などが問われる場合もある。

　ただ，全国的な傾向として，②の条件しか示

されてないケースが多く，第五条で規定されて

いるように「教職者」以外（たとえば戸長，学

務委員等）からの任用・兼職もかなり意図され

ていたように見受けられる。実際，当時，戸長

や学務委員が校長職を兼任していた例は枚挙に

暇がない（19）Q

（3）職務・服務

　さきの任用・資格と同様，校長の職務・服務

についても国レベルの法令では何ら定められて

いない。したがってここでも府県規則を中心に

検討をすすめたい。各府県規則にみられる校長

の職務規定を整理したものが表1である。

　明治10年代と明治20年代のちがいが一目瞭然

であろう。明治20年から明治21年に制定された

府県規則のほとんどが明治19（1886）年12月28日

にさだめられた「公立學校職員ノ名臣及待遇」

（閣令第35號）にもとつく「小学校職員職制」

（若干の名称のちがいはある）だからである。

　閣令によって学校長と訓導の名称が法制的に

確定され，その身分は判任待遇とされたわけで

あるが，職務内容は規定されなかった。そこで

各府県は「小学校職員職制」を制定するにあた

り，明治19年10月に定められた「尋常師範學校

官制」（勅令第65號）の規定を参考にしたもの

と思われる。

　「尋常師範學校官制」では，その第二條に

「學校長ハ府縣知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ整理シ教

頭以下ノ職員ヲ統督ス但…（後略）…」，第三

條に「教頭ハ…（中略）…教室ノ秩序ヲ保持ス

ルコトヲ掌ル」とあり（傍線一引用者），大半

の府県では，①校務ヲ整理シ（従来は「校内ノ

事務」「校内諸般ノ教育事務」ヲ「幹理」「総理」

シと区々であった）②訓導授業生ヲ監督シ，③

（教頭が設置されていないといった事情もあり）

教室ノ秩序ヲ保持スルコトヲ掌ル職として校長

の職務内容を規定しているのである。

　明治10年代における校長の職務内容（表1）

については紙幅の関係もあり，明治後期のそれ

との比較において第皿・IV章で検討したい。

皿．校長職制度の整備

　　　　　　（明治23年～明治33年）

　本章では主に第二次小学校令期（明治23年～

明治33年）を対象とする。明治23（1890）年10月
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表1　小学校長の職務内容一覧
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○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○
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表2　公立小学校における校長設置状況（明治19～24年） 校長数／学校数

明治19蕪20年 明治21年 明治22年 明治23年 明治24年

隔奈嘉　新　　潟　埼　　玉｝千　葉隣　　　　驚1 　・・・…　　／314　　　　　　100／31711　　　　12／685　　　　　　　22／705

p　　　　　　　　64／727　　42／1223　　　　　　　　38／355　……／329　　43／947　　　　　134／751　・・・…　　／314　　　　　　　65／312　　76／415　　　　　　159／369

114／330
R1／724
T2／723
S2／365
P74／773
V2／321
P18／374

125／325
S4／729
V1／822
P06／411
I37／722，

W9／404
P46／378

137／324
T9／728
V9／1150
P34／410

c… ^756
P01／406
X8／301

彫翻80／1148｝　　　　　9131／410……／736147／406134／3701

栃

静

山

長

小

木｛
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劃
計

陸海叢
福

岩
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山

秋

ほ
1暴

　憂

腱
　警

　富

小

島

細
筆

瓢

藁

葺

饗

鼻

偲

和歌山

鳥

島

岡

鳥

山

徳

香

愛

盛

最

小

小

計i
取i
根｝

酬
島i
口i
翻
露

玉

　1／479
22／252
9／2981
136／650　　｝

341／5906　1

　3／271
252／612【
llジlll　i

33／554　［

46／589
27／575
392／4476
82／708
16／94g1
15／5got

！9／491

15／1409
78／518
11／94・i

33／6651
4！／518

26／489

33嬬87！

　　　　i114／224
26／557
　5／824
　　　　ミ

1灘1
15／280i

　　　　i
16／！310　；

　　　　1　4／1004
246／5927
1！／461

13／270
50／291
28／182

齢181・1

　2／263
219／403
145／511
33／522
　14／467
50／601
　12／275
475／3042
・・。… @／402
　5／495
　5／836
51／423
28／589
109／595
105／473
56／946
30／570
70／734
　32／675
　7／771
498／7509
92／334

18儲i
3ユ／878

76／877
10／304

51／979
　9／598
329／5311
26／454

32／269
60／303
48／271
136／746
879／5199
　7／276
230／378
167／509
40／541
！5／456

47／593
14／271
520／3024
…　。・・／422

59／558
　10／835
40／444
31／595
149／632
136／4861
69／10521

40／585
61／728
38／554
　12／779
645／7670
84／404
22／640
　18／678
83／884
146／889
　13／321
42／348
　22／632

　9／585
439／5381
　33／458

36／272
56／340
60／286
104／726
974／5415
　5／292
182／313
165／514
37／550
　13／450
51／608
65／312
518／3039
・　・／398

68／513
　10／839
57／44酬
36／572
154／642

1翻817｝

40／587
74／726
45／563
13／776
703／7524
／08／455

21／660
16／673
128／／911

133／880

31ゴ1劉
27／62g1

10／581
491／／5467

57／463

42／297
68／340
59／262
123／703
900／5677
　6／309
182／307
184／462
33／546
13／449

11ゴll創

　　　　　　545／3036t
。・・… @／393　　i

60／505i
　　　　　　　14／842
58／436
38／549
159／654
152／383
75／1060
42／589
107／73！

42／533
　13／788
760／7463
101／441
　17／645

　4／483
124／911
136／882
　15／355
38／317
34／549
　9／553
478／5136
　56／464　・

50／339
66／344
76／239
137／684
1031／5728
　10／322
183／304
190／463
34／548
　14／443
57／570
66／307
554／2957
・・… @。／391

　71／489
　！3／679

82／385
　39／54エ

176／659
154／379

1翻14i
84／727
50／525
16／731
804／7134
100／425
！3／645

　2／487
81／858
135／900　　，

19／364
34／277
33／542
　8／422
425／4920
53／434

福　　岡

蛛@　分
ｲ　　賀
F　　富
寛刳шｱ　縄｛　小　計

49／782
S／635
S7／263
P6／761

@6／307
V7／504
@1／59
Q11／3722

67／804
P0／575
S8／310
Q8／759
@5／363
W8／675
@1／63
Q73／4003

109／802
P3／583
U6／322
R4／732
@6／358
X6／700
@1／66
R58／4021

膨；副68／322｝30／708　3／34375／711　1／86400／3987

157／770
R2／580
V2／322
Q5／683
@6／333
X1／710
@2／103
S41／3965

159／736
R3／574
V9／323
R0／683
@6／326
X2／707
@5／103
S57／3886

i総　　計 1529／27988 2375／24945 2841／25295 3086／25431 3124／25277 3271／24625

（出典：文部省第十四年報～大日本帝國文部省第十九年報より作成）
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7日に改正・制定された「小襟校令」（勅令第2

15號）の第13条によって，校長は「多級ノ學校

二」置くものとされ，同条を根拠法令とする明

治24（1891）年11月17日制定の「學級編制等二關

スル規則」（文部省令第12號）で「小學校二野

テ三管級以上ヲ設ルトキハ學校長ヲ置クヘシ」

（第11条）と具体的かつ積極的に規定された。

　その結果，徐々にではあるが（20）（表2参照），

全国的に校長職が設置されるようになっており，

この時期は職務内容などその法的地位が明確化

されていく「整備期」であった。

（1）身分・待遇

　明治23（1890）年10月7日の「小學校令」（勅

令第215號）第57条を根拠法令として，明治24

（1891）年6月30日に「市町村立小心校長及教員

名稽及待遇」（勅令第73號）が定められ，校長

は教員とともに判任官待遇とされた（「市町村

立小羊校長及教員ハ左ノ区別口吟ヒ判任官ヲ以

テ待遇ス」（第2条））。（傍線一引用者）

　ところが，同年7月の「判任官俸給令」（勅

令第83號）制定により判任官の官等が廃止され

たことなどから，同年11月17日に「市町村立小

學校長及教員名利及待遇」（勅令第218號）が全

改・制定され，校長は正教員とともに「判任文

官ト同一ノ待遇」に改められた（「市町村立小

学校長及正教員ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク」

（第2条））。（傍線一引用者）

　このように判任官待遇から「判任文官ト同一

ノ待遇」に改められたのは待遇改善のためで，

改正理由をみると次のように説明されている。

　　「判任待遇者ハ人物俸額ノ如何二拘バラス

　　総テ判任官ノ下墨二列スルヲ以テ聖日ノ慣

　　例トナシタルカ梅酢教員ノ待遇ハ巡査其他

　　ノ待遇庭園シ権琴海不都合ノ黒占少カラス故

　　二俸給退隙料及七二規定アル事項ヲ除クノ

　　外罰任免ノ式階級ノ蛙戦席次ノ如キハ勿論

　　其他一切ノ待遇総テ判任文官ト同一タラシ

　　メントスルナリ」⑳

　一方，俸給面については明治25（1892）年4月

29日に「公立學校職員等級配當の件」（勅令第

39號）が定められ，「判任文官ト同一ノ待遇ヲ

受クル公立學校職員等級配當表」が示された。

市町村立小学校の学校長は，月俸五拾圓以上の

判任一等から弐拾圓未満の判任五等までに格付

けされ，その俸給額は官等に対応させて幅広く

設定されている。

　だが，同時期に各府県で制定された俸給標準

額の一覧表には正・准教員の区別しかなされて

おらず，校長の俸給額はとくに定められてはい

ない。これは専任校長を置かず，正教員による

兼務が常例となったからであろう。兼務する正

教員の等級には一定の条件（基準）がないため，

校長の俸給額は等級により多様でかなり格差が

あったものと推察される。

　それゆえ，たとえば岡山県では「小学校長ヲ

兼務セシムベキ正教員」は尋常小学校で月俸12

円以上，高等小学校で月俸16円以上に増俸する

よう内務部長から郡市長へ通牒が発せられてい

る㈱。この事例から「校種別」給与体制をこの

時期も採用していたこと，および身分・地位の

向上（待遇改善）に実際の俸給額が追い付いて

いなかった状況などがうかがえる。俸給実態に

ついては別稿であらためて問題としたい。

（2）任用・資格

　校長任用の方法については，明治23（1890）年

10月7日の「改正小々校令」（勅令第215號）に

おいて，「市町村立小針校ノ教員ハ市町村長二

於テ薦挙スル所ノ三名以下ノ候補者二就キ府縣

知事之ヲ任スルモノトス…（後略）…」（第59

条）（ただし，傍線一引用者，以下同様）とさ

だめられ，市町村長が薦挙者，府県知事が任命

権者とされた。

　校長の任用資格については，同条の後段にお

いて，「市町村立小學校長凶年縣知事其學校ノ

教員中二就キテ之ヲ兼任スルモノ」とされ，翌，

明治24（1891）年11月17日の「小馬校長及教員ノ

任用解職其他進退二關スル規則」（文部省令第2

0號）で「市町村立小學校長ハ本科正教員中二

就キ兼任スルヲ常例トス」（第2条）と定めら

れた㈲。

　同規則に関する細則が翌年上半期に各府県で

制定されているので通覧すると，まず任用方法・
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手続きについてはいずれも市町村長が薦挙書に

本人の履歴書（氏名，族籍，生年月日，現住所，

学業，職業，卒業証書及免許状ノ写，賞罰訴訟

等二関スル事項などを詳記したもの）を添付し

て（俸給額の意見を具し）薦挙するものとされ

ている。校長を置く場合は，市町村長が府県知

事に申請するものとして定められているが，任

用資格については「正教員中ヨリ適当ノ者」憐

という文言以外にはほとんど具体的な規定は見

当たらない伽〉。

　この細則の大半は明治26（1893）年の年末から

翌27年の年頭にかけて改正されている。これは

明治26（！893）年12月21日に「市町村立小酒校教

員任用令」（勅令第260號）が制定され，町村立

学校の教員を任用する際の薦挙者（推薦者）が

管理者であった町村長から郡長に改められたた

めである。

　この改正は教員の地位向上に寄与する側面が

ある一方面，教育行政の集権化に拍車をかける

という側面を有する㈱ものでもあったわけだが，

「郡長二於テ町村立小誌校教員ヲ推薦スルトキ

ハ其支給スヘキ給料額二心町村長ノ意見ヲ聞キ

面面ノ履歴書ヲ添へ具申スヘシ…（後略）…」⑳

とかなり多くの府県細則では町村長がなおも任

用人事に関与する余地を残しており，これは看

過できない重要なしくみといえる。

　さらに，この「任用令」において鐙衡委員会

制度が新設された点も注目される。同令第2条

によれば，鐙衡委員は「府縣知事ノ指命スル所」

の「府議高等官及判任官各一人（たとえば千葉

県の場合，参事官と驕）」「尋常師範學校長其ノ

教員二人」で構成されることになっており，同

制度の創設によって専門的な立場から任用事務

の集権化に対して一定の歯止めをかけることが

期待されるからである㈱。だが，この制度も明

治30（1897）年9月21日の「市町村立小恩校教員

任用ノ件」（勅令第316號）制定により廃止され，

教員・校長の任用は点出の上申によって直接行

われることとなった。

（3）職務・服務

校長の職務・服務については，明治24（1891）

年11月17日に制定された「小面校長及教員職務

及服務規則」（文部省令第21號）により法規上

はじめて明らかにされた。すなわち第1条で

「小謡校長及教員ハ教育二關スル　勅語ノ旨趣

ヲ歯髄シ法律命令ノ指定二審ヒ其職務二服スヘ

シ」と総括的な服務義務が示され，第2条では

「學校長ハ校務ヲ整理シ所驕教員ヲ監督スヘシ」

と包括的な職務規定が示された。

　ここでは校長の職務内容として「校務整理権」

と「所属教員の監督権」の二点しか挙げていな

いが，規則制定理由のなかでは「市町村立小學

校長門内ハ校務ヲ整理シ教員ヲ監督シ外ハ其學

校事業ノ墨否ヨリ施キテ其町村教育ノ得失二至

ルマテ其責二蹄スヘキモノ多シ…（後略）…」側

ときわめて広く解している点が注目される（傍

線一引用者）。

　また，この規則の第8条をうけて，各府県に

おいては明治25年頃より「小心校長教員職務服

務細則」を制定している。内容的にはいずれも

大同小異であり，以下のような傾向が全体を通

じてみられるのでここで整理しておきたい。

　まず第一の傾向として，これは明治20年代は

じめからの傾向であるが，生徒の管理に関する

規定がほとんどみられなくなっている点である

（表1を比較参照されたい）。この傾向は実は明

治30年代にまで引き継がれ，たとえば明治25年

段階ではまだ複数の生徒管理事項を規定してい

た静岡県でも明治33年の細則では生徒管理に関

する事項をすべて削除している働。

　第二に，祝日大祭日ノ儀式，教育勅語謄本・

御（眞）影等に関する職務が新たにみられるよ

うになったことである。

　第三に，職務内容が整理されて規定事項数が

減少したのに対し，服務規定（出勤時間，出勤

簿捺印，職務専念，兼職禁止，欠席等の諸届の

規定）が新たに加わったことである。

　第一の傾向については，学校内部における職

制の確立・職務分化の流れが影響しているので

はないか，すなわち「児童ノ教育ヲ澹任シ蛇三

二屡スル事務ヲ掌ル」のは教員の職務であり，

校長としての職務は専ら「校務」（狭義）整理

と所属教員の監督にあると認識されたからでは
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ないかと推察される。この問題は校務の概念を

考えるうえで有効な素材となろうが，詳細な検

討は別の機会にゆずりたい。

　中央レベルの法規に「校務」の用語が初めて

登場した同時期，校務分担・校務処理の方法が

定められ，校長の固有事務が明確化したことに

第三の傾向は由来するとみられる。

　また，教授細目の制定が校長の職務とされた

ことと併せ，第二・第三の傾向についてはいず

れも学校現場（教育内容，生徒，校長・教師）

に対する管理・統制強化の動向が読み取れる。

N．校長職制度の確立

　　　　　　（明治33年～明治末年）

　本章では，校長職が必置となった第三次小学

校令以降を校長職制度の「確立期」として明治

末年まで概観したい。校長職制度の成立・整備・

確立という一連の制度発達史を可能なかぎりク

ロノジカルに叙述するため，（1）身分・待遇を

本節の最後に取り上げることをここでお断わり

しておく。

このような状況を是正し，校長の職務と正教員

としての本来の職務（「児童ノ教育ヲ憺任シ拉

之二屡スル事務ヲ掌ル」）を両立させるために

すなわち「教員兼務制」を徹底させる（33）ために

「其ノ學校ノ」教員に限定したものとみられる

からである岡。

　「六學級以上ノ小野校二型テハ學校長ノ撫任

スル教授ヲ補助スル為正教員一人若ハ准教員一

人ヲ置クコトヲ得」と定めた「小學校令施行規

則」（明治33年文部省令第14號）第36条の規定

も同様に「教員兼務制」の支援策として捉える

ことが可能ではないだろうか（35）。

　任用の方法については，明治30年の勅令（前

章参照）を踏襲し，「市立小勢校長及教員ノ任

用ハ市長ノ申請二依リ町村立小斧校長及教員ノ

任用ハ郡長ノ申請口恥リ府縣知事之ヲ行フ…

（後略）…」（第44條）と郡市長を申請者に府県

知事を任命権者に設定している。つまり「国の

機関」だけが任用に関与できる集権的なしくみ

であった。府県の「細則」も同様で義務額を超

過しない限りは俸給に関してさえ郡市長が具申

するものと定めている（石川県など）。

（2）任用・資格

　明治33（1900）年8月20日に改正された「第三

次小骨校令」（勅令第344號）は，その第43条に

おいて「市町村立小輪校長ハ其ノ当校ノ本科正

教員ヲシテ之ヲ兼ネシムヘシ」と校長の任用資

格を定めている（傍線一引用者）。

　従来は文部省令で定めていた条項（前章参照）

を勅令で定め直し，さらに文言上も「兼任スル

ヲ常例トス」から「兼ネシムヘシ」という表現

に改めたことは，任用資格としての「正教員兼

務制」をいっそう徹底するものであった。

　「其ノ學校ノ」の文言が挿入された点にも同

様の意図がうかがえる。明治20年代は尋常小学

校の校長と高等小学校の校長（もしくは正教員

を兼任する者が多く（たとえば明治26年の長野

県では23名（31）），その多忙さから学級を担当し

ない校長が多かったようで（それゆえ，長野県

では最低授業時数などを規定した「学校長授業

及巡視心得」を明治31年に制定している（32）），

（3）職務・服務

　「第三次小壁校令」第46条にもとづき，明治

33（1900）年8月21日に制定された「小堂校令施

行規則」（文部省令第14號）は，その第133条で

「學校長及教員ハ教育千早スル勅語ノ旨趣ヲ奉

膿シ法律命令二從ヒ誠実二其ノ職務地唄スヘシ」

と総括的な服務規定を示し，第134条で「學校

長ハ校務ヲ整理シ所屡職員ヲ統督ス」と校長の

包括的な職務規定を明示している（傍線一引用

者）。

　「所屡教員ヲ監督スヘシ」から「所掌職員ヲ

統督ス」に文言が改められた点に関しては，

「統督」は指揮命令権を含む絶対的な権限で，

その対象も「職員」へと拡大されたとして校長

の職務権限の強化が図られたととらえる見方圃

と従前の規定の再確認にすぎないとする見方（37）

がある。

　「職員」とあらためられたのは学校医の新設

や小使いの設置など学校構成員の範囲が広がっ
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たからであり，「統督」は教師の掌る教育内容

面への介入権までは包摂していないとする解釈

もたしかに可能ではあるが，従来は府県レベル

の細則に規定されていた校長の個別的権限細目

（卒業証明，教授時間割の作成，教授細目の作

成，出席簿・学籍簿の薫製など）を同「施行規

則」のなかに明示している点なども考慮すると

その権限強化が図られた事実は否定できない。

　このような「施行規則」のもとで制定された

府県レベルの規則，さらには学校レベルの校規

においても，校長の職務権限はより具体的に，

かつ，より詳細にさだめられる傾向にある圏。

内容的には，監督権者への諸通知・届出規定や

職員の服務監督規定の追加，職員会議規定，さ

らには校長の規則（細則）制定権の新設などが

注目される。

　校長の服務に関しては，教員とともに「当該

學校所在ノ市町村二居住スヘシ但…（中略）…

學校長及教員ハ檀二其ノ職務ヲ離レ又ハ職務上

居住スヘキ地ヲ離ルコトヲ得ス」（第137條），

「學校長及教員ハ営利ヲ目的トスル会社ノ業務

執行社員，取締役，監査役ト爲リ又ハ給料ヲ受

ケテ他ノ事務ヲ行フコトヲ得ス」（第138條）と

された（傍線一引用者）。

　後者は家族が規定の対象から除外された点が

特筆できるがここでは前者に注目したい。従前

は府県細則に定められていた居住地指定がその

教育的意義から重視され（39），法的拘束力を強め

られるべく，中央レベルの法規において暫定さ

れるに至ったのである。これは校長（学校）と

地域をむすぶ重要な規定であったと言えよう。

（霊）身分・待遇

　明治44（1911）年10月30日「市町村立小藩校長

及教員名構及待遇中改正」（勅令第273號）によ

り，次の但書が加えられた。「但シ小誌校長ニ

シテ現二本務月俸五十圓以上ヲ受ケニ十年以上

小學校正教員ノ職二在リ功労著シキ者ハ道府縣

各三人ヲ限り特二奏任文官ト同一ノ待遇ト爲ス

コトヲ得」。つまり，市町村立小学校長に対し

奏任文官と同一の待遇を受ける途が開かれたの

である。

　待遇の改善は有資格教員の不足とも関わって

一一ﾑした懸案事項であり，明治29年の年功加俸，

明治33年の特別加俸と給与面での改善ははから

れてきたが，身分面における改善は立ち遅れ，

奏任待遇は斯界の念願であった働。

　だが，本改正には以下のような問題点が指摘

された。

　第一に「一事縣三名以内」と制限することで

形式的には「…種の均一主義」を採用しており

ながら，地域の事情による府県間の平均俸給額

の高低について実はまったく考慮されていない

点である鴎。現に，「奏任待遇を堰くべき資格

を有する小昼校長」（勤続20年以上，月俸40圓

以上）は，明治44年11月の時点で東京府に55入

いたのに対して，徳島県・鳥取県などはわずか

2名しかおらず（42），石川県にいたっては一人の

資格者もいなかった圃。

　また，反対に多くの有資格者（高給校長）が

いる府県にとっては，「三遠以内」に制限され

ていることで紛擾・競争が惹起・激化し，現場

に混乱を招くおそれがあった点が第二の問題と

指摘された。

　第三は，各府県の推薦基準にズレがあり，か

かる意味での「均一主義」は実現しえなかった

点である。県によっては奏任待遇の有資格者を

戦略的につくり出しており鴎，そうした候補者

も申請どおり一律に選定されている。

　その他に，官公吏との釣合いの問題や任用の

手続による官吏の区別（親任官・勅任官・奏任

官・判任官）の精神を没却するおそれがあるな

どの批判も提起されている（45）。

　だが最大の問題はこれが校長のみに開かれた

制度・待：遇改善策であった点である。奏任待遇

への途が開かれたことにより，教育界における

小学校長の地位は上昇したのだが，この恩恵に

訓導は浴せず，そのため学校内部組織において

も校長の地位だけが上昇して，職制の序列が明

確化される結果となった㈹。このことが校長の

職務・地位に与える影響はきわめて大きかった

と言わねばなるまい。

　その後，人数の増員や「均一主義」の改善は

みられるものの，これが校長に限定した特典で
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ある点は改められず，職制の序列・格差を寧ろ

拡大するかの施策がとられ続けることとなった。

註

（1）行政解釈が校務の範囲を広義に解釈する

　　のに対し，これを限定的に解する説もある。

　　有力な教育法学説では教師の教育活動を含

　　まない「全校的学校業務」を指すとする

　　（兼子仁『新版教育法』有斐閣，1978年，

　　460～462頁）。

（2）たとえば，持田栄一・大島三男・宮田丈

　　夫編著『教育管理学』誠信書房，1961年は

　　52～85頁において「地教行法」成立（昭和

　　31年）以降の「権力の校長対策」の展開の

　　過程を跡づけている。また，勤務評定の実

　　施による校長の位置づけの転換については

　　拙稿「教職員の勤務評定制度と校長の地位」

　　『教育行政学研究』第8号，1993年を参照

　　されたい。

（3）手993年3月19日（金）朝日新聞（朝刊）

（4）その他に校則違反者の処分などをめぐっ

　　て校長の裁量権の範囲，程度が最近とみに

　　問題となっている（高野桂一編著『学校経

　　営のための法社会学』ぎょうせい，1993年，

　　173頁）。

（5）学校経営論士の先行研究（たとえば中留

　　武昭「学校経営論の系譜」（神田修・河野

　　重男・高野桂一編『必携学校経営』エイデ

　　ル研究所，1986年，所収））の知見に従い，

　　本稿は「明治期」を明治23年頃で前期・後

　　期に二分し，後期はさらに明治33年の小学

　　校令改正で二期に分けることにした。

（6）長谷川誠「近代公教育体制における校長

　　の職務と地位一戦前戦後の日本における校

　　長をめぐる問題状況」　『東京大学教育学部

　　紀要』第19巻，1979年，202頁

（7）牧昌見氏は職務を含めこれらを「人事制

　　度」として一括している（牧昌見「教職員

　　人事制度の史的展開」国立教育研究所編

　　『日本近代教育百年史1教育政策1』奉唱

　　堂，1974年）。

（8）　「教育基本法」を柱に時期区分する際の

　　問題点（時間的なズレ）について（倉沢剛

　　『小学校の歴史IV一府県小学校の成立過程

　　　後編一』ジャパン・ライブラリー・ビュー

　　ロー社，1971年，序章，参照）は承知して

　　いるが，本稿では便宜的にこの区分に従っ

　　た。

（9）「学校役員」に関する先行研究としては仲

　　新『明治初期の教育政策と地方への定着』

　　講談社，1962年が代表的である。その他に，

　　仲買・上沼八郎・内田糺ほか「東海地方に

　　おける近代学校の発達（第1報告）一岐

　　阜県を中心として一」　『名古屋大平教育

　　恥部紀要』第6巻，1960年，26～31頁には

　　学校役員の具体的な事務章程等が紹介され

　　ている。

（10）　国立教育研究所編集『日本近代教育百年

　　史3学校教育1』文母堂，1974年，1079～

　　1082頁，「小学校の管理」（佐藤秀夫氏の執

　　筆担当部分）など参照。

（11）　『文部省年報』，および各『府県教育史』

　　においては，静岡（明治9年），岐阜（明

　　治10年），長野（明治12年），群馬（明治13

　　年）に「校長」の名称がみられる。その他

　　に「塾長」「教頭」「学頭」などとも呼ばれ

　　ていたが，いずれも「校長」職の前身（校

　　長相当職）であると言えよう。ただ，なか

　　には「校長」の名称こそ付されているもの

　　の，学区正副戸長が兼務するなど「今日的

　　な教員の長としての意味合いはなく，学務

　　委員につながっていくもの」（谷雅泰「明

　　治初年における地方制度と小学校運営一

　　岡山県西北条郡山北村の事例から一」

　　『東京大学教育行政学研究室紀要』第10号，

　　1990年，73頁）である場合も多かった。ま

　　た中村勝男編著『資料が語る明治の小学校

　　教育　学制から教育令まで』217～240頁に

　　は，明治12年当時の校長の職務遂行状況を

　　うかがい知る上で貴重な史料（大谷為吉

　　「御用日記帳」）が掲載されている。

（12）実際に校長が多く設置されたのは明治18

　　年頃からのことである。これは教育令再改

一47一



元　兼　正　浩

　　正による学務委員の廃止にともない，学校

　　の内部事務を担当する職の必要性からであっ

　　た（金子照基『明治前期教育行政史研究』

　　風間書房，1967年，337～338頁。前掲，倉

　　沢（8），572～573頁）。

（13）　以下，法令についてはすべて『明治以降

　　教育制度登達史』全14巻，もしくは『法令

　　全書』からの引用である。

（14）倉沢剛氏はその他に職制を明確化するこ

　　とにより教育の効果をあげるという教育政

　　策的な意図があったことを指摘している

　　（倉沢剛「校長が誕生したころ」『学校経営』

　　1975年1月，62頁）が，太政官達では校長

　　の職務内容は規定されておらず，府県に対

　　する「期待」の程度も不明で，この点につ

　　いてはさらに検討が必要であろう。

（15）　『文部省日誌』明治14年（第26號）では，

　　滋賀県令の伺いに対し，文部省は「訓導；ノ

　　等級ヲ班スルニ其師範豊科卒業証書及教員

　　免許状ノ等差ヲ論シテ区域ヲ定ムルハ其縣

　　ノ便宜タルヘキ儀ト可心得事」と指令して

　　いる。

（16）　以下，本稿で検討する府県規則は，全国

　　35の府県教育史（九州大学教育学部図書館，

　　東京大学教育学部図書館，大阪市立図書館，

　　他，所蔵）からの引用である。

（17）　『千葉県教育百年史第3巻史料編（明治）』

　　1971年目956～957頁。

（18）　「小当教員ノ進退ヲ戸長二委スルト郡長

　　二任ズルトノ得失」　『教育時論』第67號，

　　明治20年2月25日，および『秋田県教育史

　　第1巻資料編1』1981年，474頁。

（19）大森久治『明治の小学校一学派から小

　　学校令までの地方教育一』泰流社，1973

　　年，170，264頁。仲新ほか「東海地方にお

　　ける近代学校の発達（第2報告）一愛知

　　県を中心として一」　『名古屋大學教育學

　　部紀要』第8巻，1961年では，戸長による

　　兼任制は校長職の重要性に対する認識の低

　　さと評価している（66頁）が，財政的な要

　　因も大きかったように思われる（戸長が兼

　　務する場合，俸給はとくに支払われていな

　　い）。また，訓導による兼任も多かったが，

　　その場合，三等訓導以上に任用資格が限定

　　されるケースが多く，例えば大阪では，四

　　等訓導以下の場合は「校長心得」を兼務す

　　るものとされていた（明治15年「町村立学

　　校職員任免手続」第3条但書）。

（20）　明治26（1893）年には約4800人（小学校総

　　数の約20％）にまで増えている（高野桂一

　　『学校経営の科学（第1巻）基礎理論』明

　　治図書，1980年，195頁）。

（21）　文部省内教上皇編纂會編修『明治以降

　　教育制度獲達史第三巻』龍吟社，1938年，

　　961～962頁

（22）　『岡山縣教育史下巻』1961年（1981年初

　　刻），142～143頁。

（23）ここに校長職を「身分職ではなく充当職」

　　とする「正教員兼務制」の原則が誕生した

　　わけだが，5学級以上の学校には専任校長

　　を置くよう命じた千葉県の例（千葉縣教育

　　會『千葉縣教育史巻三』1938年，685頁）

　　など，この時期，同原則はまだ徹底されて

　　はいなかった。

（24）　したがって「高等小学校ヲ併置セル小学

　　校ノ学校長ハ高等小学校正教員ノ資格ヲ有

　　スル者二限」られ，尋常小学校が高等小学

　　科を併置する際，尋常小学校教員資格しか

　　もたない校長は訓導に降格されることになつ

　　た（『山形県教育史資料第二巻』1975年，

　　208頁，333頁）。

（25）福岡県の「細則」（明治25年3月23日県

　　達第十号）で「第二条　市町村立尋常小学

　　校長ハ訓導在職満二年以上高等小学校長ハ

　　尋常小学校長在職満二年若クハ高等小学校

　　訓導在職満四年以上二達セサレハ之ヲ任用

　　セス」と具体的に定めている（『福岡県教

　　育百年差第2巻史料編（H）』1978年，229

　　頁）がこれはきわめて稀な例である。

（26）神田修「教育行政における指揮命令と指

　　導助言」　『季刊教育法』第12号，1974年夏，

　　167頁。

（27）千葉縣教育権『千葉県教育史巻三』1938

　　年，249頁。
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（28）実際，鐙衡委員会の設置は情実を排し，

　　任用人事の公正を期するためとされている

　　（『富山県教育史上巻』1971年，704頁）。

（29）教育三編纂會編修『明治以降教育制度螢

　　達史第三巻』龍吟社，1938年，987頁。

（30）　明治25年2月25日「小母校長及教員職務

　　及服務細則」（縣令第28號）

第一条　學校長ノ憺任スヘキ職務ノ概目ヲ

　　　　定ムルコト左ノ如シ

　一　尊影ノ奉置二關スル事　但　尊影

　　　ヲ拝戴シタル學三二限ル

　ニ　教育二月スル　勅語ノ謄本ノ奉置

　　　二胡スル事

　三　教育習得スル法律命令ヲ輯録保管

　　　スル事

　四　所屡教員ヲ監督シテ秩序ヲ保持シ

　　　且小照校教則大綱及小考校教則ノ

　　　趣旨二基キ全校児童教育ノ方針ヲ

　　　指揮スル事

　五　所囑教員ノ勤怠ヲ監査スル事

　六　校舎内外ノ管理二注意スル事

　七　各悪難ノ教科目ノ教授時間割ヲ編

　　　製スル事

　八　所屡教員ノ憺當スヘキ特級ヲ指定

　　　スル事

　九　所屡教員ノ松任スル児童教育ノ得

　　　失ヲ監査スル事

　十　全校児童ノ學業及品行ヲ監査スル

　　　事

十一児童賞罰ノ事

十二　鬼童學業ノ試験ヲ監査シ下之二戸

　　　スル問題，答案，品評ヲ倹閲スル

　　　事

十三　児童出席簿ヲ即事スル事

十四　學校沿革誌ヲ編製スル事

十五　校務日誌ヲ記録スル事

十六　學校名ヲ以テ文書等ヲ往復スル事

十七　勘校ノ印章及管鍮ヲ保管スル事

十八　所屡教員ヨリ提出セル諸起案ヲ裁

　　　決スル事

　　　十九　必要ナル文書簿冊ヲ整理保存スル

　　　　　　事

　　　二十　対校備付ノ器具器械圖書等ヲ保管

　　　　　　シ及其整否ヲ監査スル事

　　　ニー　前各款ノ外法律命令ノ指定二從ヒ

　　　　　　其事務ヲ庭理スル事

　　（以上，　『静岡県教育史（資料篇）上巻』

　　1973年，410～411頁に所収）上記のうち，

　　九～十三（生徒管理事項），十八，四一が，

　　明治33年10月20日の細則では削除されてい

　　る。

（31）長野県教育史刊行会編集『長野県教育史

　　（第二巻）総説編目』1981年，733頁，また，

　　併置制の兼務については，三羽光彦『高等

　　小学校制度史研究』法律文化社，1993年，

　　40～44頁

（32）　『長野県教育史第十一巻史料編五』　338

　　頁。

（33）「教員兼務制」の意義については①生徒の

　　状況を詳細に知悉することが可能，②一般

　　の教師に指揮命令する際に有効，③教師の

　　業務を査察するのに有効，④教師の人員削

　　減・負担の緩和など学校経済的，と指摘さ

　　れている。（たとえば，峰是三郎・生駒恭

　　人『學校管理法』文學社，明治23年，125

　　～127頁，大村芳樹『實践管理法』金港堂，

　　明治32年，216頁，山高幾之丞『實験小學

　　管理術』金港堂，明治27年，162頁）。

（34）その後，明治末においてもなおその徹底

　　が図られている。明治44年4月25日「小中

　　校長ヲ兼ヌル訓導ノ教授憺任時藪ニッキ」

　　（縣通牒學第2067號）「…（前略）…小馬校

　　長ヲ兼ネタル訓導二軍リテハ…（中略）…

　　少ナクトモ毎日教授時敷ノ半以上ハ其ノ本

　　務タル訓導ノ任務ヲ執り児童ノ教授ヲナス

　　ヘキ筈ナルニ…（後略）…」（『静岡縣教

　　育史資料篇上巻』1973年，694頁）。

（35）伊藤秀夫氏はこれを「校長の職制上の地

　　位を確定した規定」として捉えているが

　　（伊藤「学校経営の歴史」海後宗臣・安藤

　　尭雄・佐々木渡・宮田丈夫編『学校経営の

　　本質と機i能』明治図書，1957年，45～46頁），
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　　これは校長職の地位と性格のいずれに重点

　　を置いてみるかの違いであり，二つの見方

　　は止揚統合することが可能と思われる。

（36）平原春好「小学校教師の身分・待遇と職

　　務権限」　『季刊教育法』第4号，1972年夏，

　　200～201頁。

（37）高野，前掲書（20），278頁。

（38）例えば，菰野尋常高等小学校の「校務分

　　掌規程」第一集では「校長ノ担任スヘキ事

　　務」として26項目規定しており（『三重県

　　教育史』1980年，772～773頁），亀城尋常

　　小学校でも15項目を規定している（『愛知

　　県教育史』1973年，541頁）。

（39）前掲『千葉県教育百年史第3巻史料編

　　（明治）』1971年，1008頁。福岡県では昭和

　　11年になってようやく公立小学校長の任地

　　外居住に関する規定（認可基準＝片道一時

　　間以内）を定めている（『福岡県教育百年

　　史第3巻資料編大正・昭和（1）』1978年，

　　572頁）。

（40）たとえば，岡田辰次郎「小學校長論」

　　『日本之小學教師』第33號，明治34年9月，

　　6～7頁。

（41）社説「奏任待遇の小學校長」　『日本之小

　　學教師』第158號，明治45年2月，3頁。

（42）小學教師界「奏任待遇を受くべき資格

　　を有する小學校長」　『日本之小學教師』第

　　157號，明治45年1月，76～81頁。

（43）　『石川県教育史第一巻』1974年，747頁。

　　なお『教育時論』第960號，明治44年12月1

　　5日，28頁には，奏任資格を有する者が一

　　人もいない県が11に達していると伝えてい

　　る。

（44）前掲（41）論文，3～4頁。

（45）　無名氏「奏任小學校長論」　『教育時論』

　　第959號，明治44年12月5日，4～5頁。

（46）高野桂一「教師の職制一その歴史と課

　　題一」日本教育社会学会編『（特集　教師・

　　学校・社会）教育社会学研究』第13集，東

　　洋館，1958年，21～22頁。
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